
［標準様式例６-３］

工 事 の 名 称 胆沢ダム堤体盛立（第３期）工事

工 事 概 要 基礎処理工　　　　１式

取水放流設備工　　１式

堤体付属設備工　　１式

仮設備等撤去工　　１式

仮設備撤去　　　　１式

契 約 担 当 官 等 の 氏 名 並
び に そ の 所 属 す る 部 局
の 名 称 及 び 所 在 地

支出負担行為担当官東北地方整備局長　徳山　日出男
宮城県仙台市青葉区二日町９－１５

契 約 年 月 日 平成２４年　３月　９日

契 約 業 者 名
胆沢ダム堤体盛立工事 鹿島・清水・大本特定建設工事
共同企業体 代表者 鹿島建設（株） 東北支店

契 約 業 者 の 住 所 宮城県仙台市青葉区二日町１番２７号

契 約 金 額 ４，２００，０００，０００円（税込み）

予 定 価 格 ４，２４４，１７３，５００円（税込み）

随意契約によることとした
理 由

別添のとおり

工 事 場 所 岩手県奥州市胆沢区若柳地内

工 事 種 別 一般土木工事

工 期 （ 自 ） 平成２４年　３月１０日

工 期 （ 至 ） 平成２６年　３月１４日

備 考

入札情報サービス（PPI）
（http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Gyomu/Keika/Search.aspx)にア
クセスし、発注機関及び業務名を入力して検索することにより、契
約過程に関する情報を閲覧可能である。

随意契約結果及び契約の内容



随 意 契 約 理 由 書

１．件 名 胆沢ダム堤体盛立（第３期）工事

２．契約の相手方 胆沢ダム堤体盛立工事

鹿島・清水・大本特定建設工事共同企業体

代表者 鹿島建設株式会社 東北支店

３．理 由

胆沢ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水、水道用水の供給、発

電を目的とした多目的ダムで、堤高 132.0 ｍ、堤頂長 723.0 ｍの中央コア形ロックフィル

ダムである。

全体の工事概要は、岩盤面処理工約 3,300 ㎡、堤体盛立 13,500 千㎥、基礎処理工（ブラ

ンケットグラウチング22,900 ｍ、カーテングラウチング54,900 ｍ）、閉塞工（上下段仮

排水トンネル）、取水・放流設備工、堤体付属設備工、法面保護工、仮設備の設置撤去を

含む工事である。

胆沢ダム堤体盛立（第１期）工事の公告においては、当該工事の受注者と「当該工事に

直接関連する他の工事について随意契約を行う旨」を明示しているが、標記工事は、「胆

沢ダム堤体盛立（第２期）工事」に引き続き、後工事として、基礎処理工、閉塞工、取水

・放流設備工、堤体付属設備工等について、前工事により決定された施工方法や、得られ

た品質・施工管理データに基づき施工するものである。

具体的には、基礎処理工及び閉塞工は前工事で決定した施工方法により、引き続き仮設

備を使用し施工するものである他、基礎処理工並びに下段仮排水トンネル閉塞工施工にあ

たっては、遮水性の確保が極めて重要であることから、前工事で施工した基礎処理工、上

段仮排水トンネル閉塞工により得られた基礎岩盤の特性を熟知した上で工法を決定し、一

貫した判断により施工を行うことが経済的で安全なダムを構築する上で不可欠である。

なお、標記特定建設共同企業体は、第１期及び第２期工事を通じて、品質の確保を初め

として工事全体にわたり適切・確実な施工を履行しているところである。

以上のことから、後工事である標記工事を一貫した判断により適切に実施し、十分な遮

水性を有する経済的で安全なダムを建設できるのは標記特定建設共同企業体に限られる。

上記の理由により会計法第２９条の３第４項及び政府調達に関する協定第１５条１（ｂ）

の規定により、随意契約するものである。


